
人権問題を考える

６月１日は「人権擁護委員の日」
～ ひとりで悩まずにご相談ください ～
問生涯学習課人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

人
権
擁
護
委
員
の
日

　
日
本
国
憲
法
施
行
か
ら
間
も
な

い
昭
和
23
年
、
憲
法
の
中
核
と
な

る
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
を
よ

り
十
全
な
も
の
と
す
る
た
め
人
権

擁
護
局
が
設
置
さ
れ
、
昭
和
24
年

6
月
1
日
に
人
権
擁
護
委
員
法
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念

し
、
毎
年
6
月
1
日
を
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権
擁

護
委
員
の
周
知
活
動
や
人
権
尊
重

の
大
切
さ
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
と
は
？

　
市
町
村
の
長
か
ら
推
薦
を
受
け
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
地
域
住

民
の
相
談
窓
口
と
し
て
人
権
相
談

に
応
じ
る
ほ
か
、
人
権
尊
重
の
重

要
性
を
広
め
る
啓
発
活
動
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
の
子
ど
も

の
人
権
問
題
、
外
国
人
や
障
が
い

者
な
ど
に
対
す
る
差
別
問
題
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷

な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
人
権
問
題

に
適
切
に
対
応
す
る
に
当
た
り
、

人
権
擁
護
委
員
は
重
要
な
一
翼
を

担
っ
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

　
人
権
擁
護
委
員
の
活
動
は
、
大

き
く
3
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

①
人
権
相
談
活
動

　
法
務
局
の
職
員
と
共
に
、
常
設

の
相
談
所
で
対
面
や
電
話
に
よ
る

人
権
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
㈯

㈰
㈷
を
除
き
、
毎
日
開
設
し
て
い

ま
す
（
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）。
　

　
最
寄
り
の
常
設
相
談
所
は
「
福

岡
法
務
局
八
女
支
局
」
で
す
。
保

健
･
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
は
な
や
ぎ

の
里
」
で
は
、
年
６
回
「
な
ん
で

も
人
権
相
談
」
を
開
催
し
て
お
り
、

こ
ち
ら
も
無
料
で
相
談
で
き
ま
す
。

② 

人
権
侵
犯
に
関
す
る
調
査
・

救
済
活
動

　
被
害
者
か
ら
「
人
権
を
侵
害
さ

れ
た
」
と
い
う
相
談
を
受
け
た
場

合
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
の
職

員
と
協
力
し
て
、
人
権
侵
犯
事
件

の
調
査
や
処
理
に
携
わ
り
、
当
事

者
の
利
害
や
主
張
の
調
整
を
行
い
、

事
案
の
解
決
を
図
っ
て
い
ま
す
。

③
人
権
啓
発
活
動

　
法
務
局
や
自
治
体
と
協
力
し
て
、

人
権
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●こどもの人権 110番　☎�0120-007-110（通話無料）
●みんなの人権 110番　☎�0570-003-110　
●女性の人権ホットライン　☎�0570-070-810
●インターネット人権相談受付窓口（QRコード）

受付時間：平日 8:30 ～ 17:15（共通）

人権擁護委員による相談です。家庭内の悩みごとや隣近所
とのトラブル、いじめ・差別などの相談に応じています（相
談無料・秘密厳守）。
〈相談日時〉
6月 2日㈪・8月 21日㈭・10月 16日㈭・12月 18日㈭・
令和 8年 2月 19日㈭、13:00 ～ 16:00
〈場所〉�
広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」

問八女人権擁護委員協議会　☎ 0943-23-2603

【
人
権
の
花
運
動
】

　
協
力
し
て
草
花
を
育
て
る
こ
と

で
生
命
の
尊
さ
を
実
感
し
、
優
し

さ
と
思
い
や
り
の
心
を
体
得
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
で
す
。

　
福
岡
県
で
は
小
学
校
に
ひ
ま
わ

り
の
種
を
配
布
し
、
人
権
の
花
と

し
て
育
て
て
い
ま
す
。

【
人
権
教
室
】

　
小
中
学
校
や
保
育
園
な
ど
で
、

手
作
り
紙
芝
居
や
人
形
劇
な
ど
を

行
い
、
相
手
を
大
切
に
す
る
気
持

ち
を
育
む
活
動
で
す
。

【
啓
発
活
動
】

・ 

人
権
啓
発
新
聞
「
ふ
れ
ん
ど
」

の
発
行

・ 「
ひ
ろ
か
わ
人
権
フ
ェ
ス
タ
」

へ
の
協
力

・
企
業
訪
問
　

・
人
権
作
文
募
集
　
な
ど

「なんでも人権相談」

相談窓口
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